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高
槻
市
の
ま
ち
づ
く
り

高
槻
市
の
子
育
て
支
援
で
転
入
人
口
が
増
え
て
い
ま
す          

市
バ
ス
は
市
民
生
活
に
欠
か
せ
な
い
公
共
交
通

　

12
月
市
議
会
の
１
日
目
に
寿
栄
小
学
校
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
調
査
報
告
に
つ
い
て
、
２
日
目
に
公
立
保
育
所
、
幼
稚

園
を
民
間
事
業
の
運
営
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
質
問
し
ま
し
た
。
最
終
日
に
は
、
今
期
最
後
に
な
る
一
般
質
問

を
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
一
部
を
掲
載
し
ま
す
。

　

大
規
模
な
住
宅
開
発

は
、
上
牧
の
駅
前
で
約

２
０
０
０
戸
、
湯
浅
の
工

場
跡
地
で
は
約
１
５
０
０

戸
の
住
宅
が
建
設
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
は
、
成
合
地

域
で
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
建
設
に
伴
い
、
土
地
区

画
整
理
事
業
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

調
整
区
域
で
も
、
資
材

置
き
場
な
ど
へ
の
転
用

で
、
農
地
が
減
少
し
て
い

ま
す
。
高
槻
の
自
然
と
農

地
を
守
る
こ
と
は
、
難
し

い
で
す
が
大
事
な
こ
と
で

す
。

　

都
市
計
画
法
が
改
正
さ

れ
調
整
区
域
で
の
大
規
模

開
発
を
許
可
で
き
る
規
定

が
廃
止
さ
れ
、
地
区
計
画

の
内
容
に
適
合
し
た
も
の

に
限
り
開
発
許
可
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
阪
府
は
「
市
街
化
調

整
区
域
に
お
け
る
、
地
区

計
画
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

を
策
定
、
高
槻
市
で
は
、

市
の
地
域
性
も
考
慮
し
た

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
、

２
０
１
０
年
に
「
市
街
化

調
整
区
域
に
お
け
る
地
区

計
画
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

調
整
区
域
で
の
、
地
域

づ
く
り
に
つ
い
て
、「
市

街
化
を
抑
制
す
る
区
域
」

と
い
う
調
整
区
域
の
基
本

理
念
を
堅
持
し
つ
つ
、
無

秩
序
な
市
街
化
を
抑
制
し

秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
規

制
・
誘
導
を
図
る
も
の
で

あ
り
、
調
整
区
域
に
お
け

る
地
区
計
画
を
策
定
す
る

場
合
の
指
針
に
な
り
ま

す
。

　

調
整
区
域
の
開
発
に
つ

い
て
の
考
え
方
、
調
整
区

域
を
市
街
地
に
編
入
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
考
え
方

を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

市
答
弁

　

地
区
計
画
は
、
い
た
ず

ら
に
市
街
地
を
拡
大
し
な

い
よ
う
、
そ
の
必
要
性
、

自
然
環
境
・
景
観
や
農
林

業
と
の
調
和
か
ら
妥
当
な

物
と
し
て
い
る
。

再
質
問

　

市
は
、
調
整
区
域
で
の

鉄
道
駅
の
可
能
性
を
検
討

し
て
い
ま
す
。
駅
を
つ
く

る
か
ど
う
か
は
、
鉄
道
事

業
者
の
判
断
で
す
。
上
牧

の
駅
前
や
、
湯
浅
の
工
場

跡
地
の
住
宅
建
設
で
は
、

思
っ
た
よ
う
に
市
の
人
口

は
増
え
て
い
ま
せ
ん
。
駅

が
で
き
れ
ば
、
市
の
負
担

は
道
路
整
備
な
ど
大
き
く

な
り
ま
す
か
ら
、
判
断
は

慎
重
に
す
る
べ
き
で
す
。

交
通
体
系
に
つ
い
て

　

住
宅
が
開
発
さ
れ
市
バ

ス
が
走
り
、
市
民
の
生
活

に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な

り
、
昨
年
４
月
か
ら
は
、

市
バ
ス
の
最
後
の
空
白
地

と
し
て
き
た
、
竹
ノ
内
、

辻
子
３
丁
目
に
昼
間
だ
け

で
す
が
路
線
が
延
伸
さ
れ

ま
し
た
。

  

鉄
道
の
駅
と
ま
ち
を
つ

な
ぐ
、
市
バ
ス
の
路
線
が

あ
り
発
展
し
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
、
鉄
道

と
市
バ
ス
の
公
共
交
通
機

関
を
確
保
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

市
の
答
弁

　

総
合
交
通
戦
略
で
は
、

市
バ
ス
党
の
公
共
交
通
に

よ
っ
て
、
都
市
拠
点
と
生

活
拠
点
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
結
ぶ
、
交
通
体
系
の
維

持
・
発
展
、
利
便
性
の
向

上
を
目
指
す
方
針
を
掲
げ

て
い
る
。

再
質
問

　

交
通
は
市
民
生
活
に
欠

か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
総
合
交
通
戦
力
に
よ

れ
ば
高
槻
市
は
高
齢
者
が

増
え
、
車
で
の
移
動
か
ら

市
バ
ス
を
使
う
機
会
が
増

え
て
い
ま
す
。
大
阪
府
や

北
摂
７
市
に
比
べ
て
も
、

バ
ス
移
動
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
市
民
生
活
が
持

続
で
き
る
よ
う
に
取
り
組

ん
で
く
だ
さ
い
。

　

高
槻
市
で
は
、２
０
１
６

年
に
は
、
５
才
か
ら
24
才

ま
で
の
世
代
で
転
入
の

増
、
昨
年
は
０
才
か
ら
19

才
、
30
才
か
ら
39
才
ま
で

の
世
代
で
転
入
の
増
加
が

あ
り
ま
し
た
。
子
育
て
支

援
の
充
実
、
保
育
所
へ
入

所
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

に
努
力
し
た
結
果
で
す
。
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毎月、第 2土曜日です

大
阪
府
が
支
援
を
決
定

　

府
の
支
援
は
、
７
月
の

集
中
豪
雨
、
台
風
21
号
の

被
害
に
適
用
し
ま
す
。
高

来
年
度
も
一
部
損
壊
へ
の
補
助
継
続

災
害
か
ら
日
常
生
活
を
取
り
戻
す
た
め
に

国
民
健
康
保
険
、
制
度
変
更
で
の
影
響

槻
市
で
も
対
象
に
な
る
人

が
い
ま
す
。

　

大
阪
府
の
支
援
制
度
も

国
の
支
援
法
と
同
じ
条
件

で
す
か
ら
、
半
壊
住
宅
で

解
体
せ
ざ
る
を
得
な
い
住

宅
の
基
準
が
問
題
に
な
り

ま
す
。国
の
説
明
文
で
は
、

修
繕
費
が
高
額
と
な
る
場

合
な
ど
と
な
っ
て
お
り
不

　

広
域
化
さ
れ
都
道
府
県

と
市
町
村
の
共
同
運
営
に

な
り
ま
し
た
。

　

高
槻
市
は
国
民
健
康
保

険
を
大
阪
府
の
制
度
に
合

わ
せ
る
た
め
に
、
６
年
か

け
て
移
行
す
る
と
決
定

し
ま
し
た
。
そ
の
影
響

で
、
保
険
料
は
年
間
で

　

現
在
、
申
請
さ
れ
て

い
る
件
数
は
11
月
末
で

２
３
２
５
件
、
今
年
度
で

５
０
０
０
件
の
見
通
し
を

も
た
れ
て
い
ま
す
が
、
一

部
損
壊
の
罹
災
証
明
は

２
万
５
０
０
０
件
以
上
発

行
し
て
い
ま
す
。
全
員
が

支
援
の
対
象
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ま
だ
多
く
の
方

が
、
修
理
の
め
ど
が
立
た

ず
来
年
度
以
降
に
持
ち
越

災
害
減
免
に
つ
い
て

１
９
６
８
円
上
が
り
、
減

免
の
金
額
が
減
ら
さ
れ
ま

し
た
。
６
年
後
に
は
加
入

世
帯
の
半
分
が
受
け
減
免

　

法
定
外
繰
り
入
れ
の
項

目
に
も
、
市
条
例
に
基
づ

く
減
免
に
つ
い
て
は
市
の

負
担
と
あ
り
ま
す
。
市
で

さ
れ
て
い
ま
す
。
来
年
度

も
支
援
を
継
続
す
る
こ
と

を
、
周
知
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

水道事業は民営化ではなく
市直営で実施

ホッ

トコーナー

　昨年12月の国会で、水道事業に民間事業者が参入できるように水道
法を変えました。私は、 一昨年の12月議会にこの問題を取り上げました。
水道は電力やガスなど他のライフラインとは違って口に直接入れるもの
です。水源がどこで、浄水場でどのような処理をされ、通ってくる水道
管が清潔かどうか、蛇口まで届く水の品質がそれによって変わってきま
す。私は、国民の命と生活に欠かせない水道事業は民営化にはなじまず、
やめるべきだと質問しました。
  市は、「市民のライフラインである水道事業は公的な責務を担っており、
直営での事業運営を継続することが適切であると考えている」と答えました。

中村れい子64 

は
災
害
時
の
減
免
に
つ
い

て
、
要
綱
で
災
害
損
失
に

か
か
る
減
免
の
要
件
、
減

免
す
る
保
険
料
、
減
免
期

間
を
具
体
的
に
規
定
し
て

い
ま
す
。
被
害
の
程
度
の

判
定
は
罹
災
証
明
で
行
う

と
あ
り
、
一
部
損
壊
で
保

険
料
の
２
分
の
１
相
当
額

の
減
免
、
該
当
す
る
年
度

末
ま
で
、
及
び
翌
年
度
の

保
険
料
を
減
免
す
る
と
規

程
し
て
い
ま
す
。
来
年
度

以
降
の
見
通
し
を
、
お
聞

き
し
ま
す
。

市
の
答
弁

　

災
害
減
免
に
つ
い
て

は
、
そ
の
財
源
も
含
め
、

今
後
の
あ
り
方
と
方
向
性

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た

上
で
、適
切
に
対
応
す
る
。

確
か
な
書
き
方
で
す
。

　

支
援
法
や
大
阪
府
の
支

援
で
、
半
壊
で
の
解
体
を

申
請
さ
れ
る
方
に
つ
い
て

は
、
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

支
援
し
て
く
だ
さ
い
。

制
度
が
な
く
な
り
、
保
険

料
は
大
幅
な
値
上
げ
に
な

り
ま
す
。

再
質
問

　

災
害
で
の
減
免
は
、
加

入
世
帯
の
約
13
％
の
世
帯

が
受
け
て
い
ま
す
。
来
年

度
以
降
の
減
免
で
す
が
、

制
度
を
変
更
す
る
と
き
に

は
、
現
在
受
け
て
い
る
場

合
は
変
更
の
対
象
に
し
な

い
、
不
利
益
の
遡
及
は
受

け
な
い
と
い
う
の
が
ル
ー

ル
で
す
。
来
年
も
減
免
を

継
続
す
る
べ
き
で
す
。


